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日韓大陸棚共同委員会委員たる日本政府代表を命ずる

日韓漁業共同委員会委員たる日本政府代表を命ずる

（大臣官房参事官兼アジア大洋州局、南部アジア鋤外務事務官濱本幸也

日韓大陸棚共同委員会委員たる日本政府代表を免ずる

日韓漁業共同委員会委員たる日本政府代表を免ずる

(在大韓民国日本国大使館公使）同 實生泰介

(以上1月12日付発令予定）
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令和6年1月10日
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（大臣官房参事官兼アジア大洋州局､南部アジア部）外務事務官濱本幸也

日韓大陸棚共同委員会委員たる日本政府代表を命ずる

日韓漁業共同委員会委員たる日本政府代表を命ずる

（在大韓民国日本国大使館公使）同

日韓大陸棚共同委員会委員たる日本政府代表を免ずる

日韓漁業共同委員会委員たる日本政府代表を免ずる

實生泰介

(以上1月12日付発令予定）



理 由 書

日韓大陸棚共同委員会は、 日韓大陸棚南部共同開発協

定第24条及び第25条に基づき、 協定運用についての

検討、 開発権者の報告受領、紛争解決措置についての勧

告、 資源探査又は採掘のための設備・施設の視察等、 同

協定の実施・運用に関し協議するために設置された重要

な機関である。 また、 日韓漁業共同委員会は、 日韓漁業

協定第1 2条に基づき、操業の条件や秩序の維持に関す

る事項等について協議し、 両国政府に勧告する等の活動

を行うために設置された重要な機関である。我が国から

は、 これらの協定に基づき、 日韓大陸棚共|司委員会に対

し、 外務省及び資源エネルギー庁から1名ずつ計2名の

政府代表を、 日韓漁業共同委員会に対し、外務省及び水

産庁から1名ずつ計2名の政府代表を任命している。

令和3年7月1 3日付け日韓大陸棚共同委員会及び日

韓漁業共同委員会政府代表を命ぜられた外務省大臣官房

参事官兼アジア大洋州局、 南部アジア部實生泰介は、 昨

年1 2月1 日付け在大韓民国日本国大使館公使を命ぜら

れたことからこれを免じ、 その後任として新たに外務省

大臣官房参事官兼アジア大洋州局、 南部アジア部積本幸

也を同政府代表に任命するものである。
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